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公示

本大会は、「]本白動車i菫盟(、lAI↑)公認のt)とに口際自動車連盟(FI A )の国際スホーツ競技規則及びそσ)付則並びに

そオ1に準拠 した、lAF「珂内競技規則及びそσ)付則に従い、かつ、「MRC北海道スラローム共通規定及び本特増U規則により

開イ桂さオ1る

雰51条 競 技会名称

第2条  競 技種 日

雰53条 格 式

雰5と4条  開 催 H

第5条  開 催場所

GABビギナーズカッフ マス トダー トトライアルvf)].25

ダー トトライアル競技

JAF公認地方競技 格式E・ド公認番け

20()5年二5月21日 (日)

オー トスホーツラン ド スナガワ

第6条

第7条

オーガナイザー  マ ウンテン・スタンダーード・タィム(Ms′「)

大会役員 大会長 新井 克利  ((株 )ヽ
「FC)

組織委員長 Tl ~津博喜  (M S T )

組織委員  冨 lr本充佐 (MS l｀)

第8条  審 査委員会 審査委員長 北 川 一 Li(S C I ) C )

審査委員  菅 野 久大  (BRA l )ヽ

第9条  競 技会役員  競 技長 高井 広泰  (MS′r)

第10条 公 式通知

コース委員長 冨 1す本 充佐 (MST)

計時委員長 吉 本 雅恵  (MSl )`

技術委員長 桑 原 正裕  (MsT)

救急委員長 永 井 秀和  (MSl )`

事務局長  永 井 秀和  (MSア『)

本規貝Jに記載されていない競技運営に関する実施細則及び指示事項は、
「公式通知」によって示されるc

2‖Dクラス :輸 駆動の ,ヽSA,B車両

4WD①クラス :4M)②クラス以外の輪 駆動の ,ヽ品A,日車両
と4WD②クラス : ,ヽsA,B車両のうちランサー2,00()ccターボと

インブレッサ2,()0()ccターボ
エキスパー トクラス :気 筒容積によるクラス区分無し

(排気曇、駆動方式によるタイムハンデを設ける)
クローズ ドクラス :気 筒容積によるクラス区分無し

第H条  競 技クラスlX~分

(排気量、駆動方式によるタイムハンデを設|する)
*エ キスノく― トクラスは、次の条件に該当する者を対象としたクラス.

1 .過 去3年間のチャンピオンシリーズ6位、ジュニアシリーズ3位までの人賞者t
2 .ジ ュニアシリーズにおいて、シー ド権を獲得 している者c

※ 自己中告とするこ

※ 出走台数が 3台 未満の場合、混走とするご



第12条 参 加資格   1.参 加青は、、チMRC北海道スラローム競技共通規定書 (第3条)に定められた杵とするご

2.同 ‐車「J5による重複参加は、3名までとするc

3.20歳 未満の考σD参加は、参加申し込みに際 して、親権考の水諾を提示 しな|ナれば

ならないご

第13条 参 加車いi   本 競技会に参加が認められる車ln3~は、2006年、〕AF国内車両規則並びにJⅦRC北海道

共通規則に合致 した車両とするこ

第14条 参 加台数   180台 (180台にな り次第締め切る)

第15条 参 力ll料    1台 (1名)につき 10,0()0円

第16条 参 加中し込み  1.参 加申込みは、参加中込書にクラス区分、必要事項を正確に記入し、据名捺印

ブ)上、下記事務局苑に参加料を添えて郵送、または、持参にて中し込むことご

2.過 去2年間の競技出場歴を必ず記入することc

3.参 加申込み開始 |]及び締め切 り|]

5月16日 (火)まで

※オーガナイザー1只Jの都合により、締め切 りを延長する場合があります3
14.参加申し込み先

〒()61-3208石狩市花川南思条lJ‐日3-3

(イギ)ル ーート6本L幌 内

マス トダー トトライアルvO].23大会事務局 宛

1e`10133-7r40666 Fax 0133 7牛5666 担 当 : 吉本

昂.オ ーガナイザーは、理由を明示することなく、参加を拒否する権利を有するご

この場合参加料は、手数料を差 しヴ|いて、参加者に返企する!

第17条 車 両検査   1.車 両検査はオーガナイザーの定めるタイム ・スケジュールにより行 うこ

2.車 両校査を受ける準備が出来たものは、ボンネットを全開にし

ヘルメット、 レーシングスーツまたはラリースーツ、 レーシンググローブ

クローズドクラス参加者はヘルメット、走行時の服装、 レーシンググローブを

確認できるように準備 して車両検査員が来るのを待つこととするこ

*11記 のことが守らねフていない1=両については、車両検査を行わないこ

3.オ ーガナイザーが配布iしたゼ ッケン及びスホンサーマーク等は、指定された

場所に互1二しく貝占イ寸した食|ナればならオボヽ .ヽ
と4.|に式車両検査から正式結果発表までを車両保管とするじ

第18条 タイム・スケガュール 参 加確認  AM8:00～ 9:00

車検    AⅥ 8:15～9:30

コースオータン (完熟歩行)AM8i30～ 9:30

*先 熟歩行は車検を受けてから実施する事

開会式   AM9:30～

競技開始  AMl():00～

第19条 出 走順    1.オ ーガナイザー側により決定する!

2.出 /1‐4順に関 しての抗議は、 4切受|ナ付|ナないc



第2 ( ) 条賞典     仝 クラス 1 ～3 位、) A F メダル、 トロフィー、高1 賞
″4位以 下高叫賞

その他特別賞

05全 日本ダー トトライアル選手権 SA2ク ラスチャンビオン 北村 和浩選手より

賞「!ll σDご提供を受|ナ「北村 和持 賞」を贈りますじ

第21条 参 加者の連守事攻 1.競 技中以外は企て徐行運転とし、特にいかなる場合において(D、

スター トテス ト、ブレーキテス ト、極端な空ぶかしは厳禁とするこ

2.競 技中の服装は、 レ ーシングスーツまたはラリースーツ、ヘルメット、

レーシンググローブの着用を義務付|ナとするじ

ただ し、クローズドクラス参加考については肌の露出のない服装

(トレーナー等厚手の物を推奨)、 ヘルメット、レーシンググローブ

着用とする.

3.ゴ ール後の停止線で停止しない場合は、失格とする場合があるこ

第22条 付 則       1.本 規則書に記載されていない事項については、、「MRC北海道規則書および、

JAF国内規則及びその付則に準ずるこ

2.本 規則書並びに競技に関する規定や公式通知の解釈について異議が生 じた

場合は、審査委員会の決ケごを最終とするじ

GABビギナーズカッブ マストダー トトライアルvOl.25大 会組織委員会


